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◎新潟県告示第661号 

新潟県情報公開条例により定めた法人（平成18年４月新潟県告示第629号）の一部を次のように改正する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

「財団法人 柏崎原子力広報センター」の次に「一般財団法人 新潟県地域医療推進機構」を加える。 

 

◎新潟県告示第662号 

新潟県個人情報保護条例により定めた法人（平成18年４月新潟県告示第630号）の一部を次のように改正する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

「財団法人 柏崎原子力広報センター」の次に「一般財団法人 新潟県地域医療推進機構」を加える。 

 

◎新潟県告示第663号 

生活保護法（昭和25年法律第144号） 第54条の２第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国 

後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生活保護 

法第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業者の名称 主たる事務所 

の所在地 

事業所の名称 事業所の所在地 指定したサービス

の種類 

指定年月日 

株式会社みらい 新潟市西区平島３

丁目５番地13Yビ

ル１階 

みらいぼたん薬局 五泉市太田２－

６－44 

居宅療養管理指導 H25.4.23 

株式会社みらい 新潟市西区平島３

丁目５番地13Yビ

ル１階 

みらいぼたん薬局 五泉市太田２－

６－44 

介護予防居宅療養

管理指導 

H25.4.23 

株式会社佑和 新潟市中央区女池

西１丁目15－13 

ピアスマイル薬局 胎内市あかね町

26番27号 

居宅療養管理指導 H25.4.1 

株式会社ホームケ

アPlus 

上越市北城町３丁

目７番17号 

ホームケアプラス

訪問介護事業所 

上越市北城町３

丁目７番17号 

介護予防訪問介護 H25.1.1 

株式会社ホームケ

アPlus 

上越市北城町３丁

目７番17号 

ホームケアプラス

福祉用具事業所 

上越市北城町３

丁目７番17号 

介護予防福祉用具

貸与 

H25.1.1 

株式会社ホームケ

アPlus 

上越市北城町３丁

目７番17号 

ホームケアプラス

福祉用具事業所 

上越市北城町３

丁目７番17号 

特定介護予防福祉

用具販売 

H25.1.1 

湯沢町長 南魚沼郡湯沢町大

字神立300番地 

町立湯沢病院 南魚沼郡湯沢町

大字湯沢2877－

１ 

訪問リハビリテー

ション 

H25.2.1 

湯沢町長 南魚沼郡湯沢町大

字神立300番地 

町立湯沢病院 南魚沼郡湯沢町

大字湯沢2877－

１ 

介護予防訪問リハ

ビリテーション 

H25.2.1 

株式会社 

Blooming Soul 

東京都渋谷区恵比

寿四丁目20番3号 

あるも薬局六日町

店 

南魚沼市六日町

1882－１ 

居宅療養管理指導 H25.4.1 
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株式会社 

Blooming Soul 

東京都渋谷区恵比

寿四丁目20番3号 

あるも薬局六日町

店 

南魚沼市六日町

1882－１ 

 

介護予防居宅療養

管理指導 

H25.4.1 

社会福祉法人 新

発田市社会福祉

協議会 

新発田市本町４丁

目16-83 

社会福祉法人新発

田市社会福祉協議

会 加治川訪問介

護事業所 

新発田市住田

501番地 

介護予防訪問介護 H25.2.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町1

番40号 

福祉用具貸与 H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町1

番40号 

特定福祉用具販売 H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町1

番40号 

介護予防福祉用具

貸与 

H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町1

番40号 

特定介護予防福祉

用具販売 

H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす長岡店 長岡市高見町

549番地１ 

福祉用具貸与 H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす長岡店 長岡市高見町

549番地１ 

特定福祉用具販売 H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす長岡店 長岡市高見町

549番地１ 

介護予防福祉用具

貸与 

H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす長岡店 長岡市高見町

549番地１ 

特定介護予防福祉

用具販売 

H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす南魚沼店 南魚沼市六日町

809－１太陽ビ

ル１F 

福祉用具貸与 H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす南魚沼店 南魚沼市六日町

809－１太陽ビ

ル１F 

特定福祉用具販売 H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす南魚沼店 南魚沼市六日町

809－１太陽ビ

ル１F 

介護予防福祉用具

貸与 

H25.4.1 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす南魚沼店 南魚沼市六日町

809－１太陽ビ

ル１F 

特定介護予防福祉

用具販売 

H25.4.1 

株式会社クスリの

アオキ 

石川県白山市松本

町2512番地 

クスリのアオキ新

発田豊町店 

新発田市豊町４

丁目９番５号 

居宅療養管理指導 H25.4.1 

株式会社クスリの

アオキ 

石川県白山市松本

町2512番地 

クスリのアオキ新

発田豊町店 

新発田市豊町４

丁目９番５号 

介護予防居宅療養

管理指導 

H25.4.1 
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株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす十日町店 十日町市春日11

番１ 

福祉用具貸与 H25.4.15 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす十日町店 十日町市春日11

番１ 

特定福祉用具販売 H25.4.15 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす十日町店 十日町市春日11

番１ 

介護予防福祉用具

貸与 

H25.4.15 

株式会社アルプス

ビジネスクリエー

ション 

東京都大田区雪谷

大塚町１番７号 

あるぷす十日町店 十日町市春日11

番１ 

特定介護予防福祉

用具販売 

H25.4.15 

ウエルシア関東株

式会社 

埼玉県さいたま市

見 沼 区 東 大 宮

4-47-7 

ウエルシア薬局上

越今泉店 

上 越 市 今 泉

1310-2-1 

居宅療養管理指導 H25.4.1 

ウエルシア関東株

式会社 

埼玉県さいたま市

見 沼 区 東 大 宮

4-47-7 

ウエルシア薬局上

越今泉店 

上 越 市 今 泉

1310-2-1 

介護予防居宅療養

管理指導 

H25.4.1 

 

 

◎新潟県告示第664号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永 

住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生 

活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり変更した旨の届出があった。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

事業所の名称 事業所の所在地 変更事項 変更年月日 

旧 新 

アースサポート上越 上越市とよば127

番 

上越市大字樋場新町土地

区画整理事業内11街区７ 

上越市とよば127番 H25.4.1 

居宅介護支援事業所

サンクス米山 

上越市柿崎区柿崎

字あけぼの644番

地８ 

上越市柿崎区上下浜219-5 上越市柿崎区柿崎字あけ

ぼの644番地８ 

H25.4.1 

 

 

◎新潟県告示第665号 

生活保護法施行規則（昭和25年厚生省令第21号）第14条第１項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永 

住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされた生 

活保護法施行規則第14条第１項の規定により、指定介護機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

事業者の名称 主たる事務所の所

在地 

事業所の名称 事業所の所在地 廃止したサービ

スの種類 

廃止年月日 

株式会社ホーム

ケアPlus 

上越市北城町三丁

目７番17号 

ホームケアプラ

ス柏崎福祉用具

事業所 

柏崎市茨目３丁

目３番37号 

福祉用具貸与 H25.3.31 

株式会社ホーム

ケアPlus 

上越市北城町三丁

目７番17号 

ホームケアプラ

ス柏崎福祉用具

事業所 

柏崎市茨目３丁

目３番37号 

介護予防福祉用

具貸与 

H25.3.31 
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株式会社ホーム

ケアPlus 

上越市北城町三丁

目７番17号 

ホームケアプラ

ス柏崎居宅介護

支援事業所 

柏崎市茨目３丁

目３番37号 

居宅介護支援 H25.3.31 

株式会社ホーム

ケアPlus 

上越市北城町三丁

目７番17号 

ホームケアプラ

ス柏崎訪問介護

事業所 

柏崎市茨目３丁

目３番37号 

訪問介護 H25.3.31 

株式会社ホーム

ケアPlus 

上越市北城町三丁

目７番17号 

ホームケアプラ

ス柏崎訪問介護

事業所 

柏崎市茨目３丁

目３番37号 

介護予防訪問介

護 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす長岡店 長岡市高見町549

番地１ 

福祉用具貸与 H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす長岡店 長岡市高見町549

番地１ 

介護予防福祉用

具貸与 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす長岡店 長岡市高見町549

番地１ 

特定福祉用具販

売 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす長岡店 長岡市高見町549

番地１ 

特定介護予防福

祉用具販売 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町１

番40号 

福祉用具貸与 H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町１

番40号 

介護予防福祉用

具貸与 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町１

番40号 

特定福祉用具販

売 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす柏崎店 柏崎市長浜町１

番40号 

特定介護予防福

祉用具販売 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす南魚沼

店 

南魚沼市六日町

809－１太陽ビル

１F 

福祉用具貸与 H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす南魚沼

店 

南魚沼市六日町

809－１太陽ビル

１F 

介護予防福祉用

具貸与 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす南魚沼

店 

南魚沼市六日町

809－１太陽ビル

１F 

特定福祉用具販

売 

H25.3.31 

株式会社アルプ

スビジネスクリ

エーション新潟 

長岡市東高見１－

３－５ 

あるぷす南魚沼

店 

南魚沼市六日町

809－１太陽ビル

１F 

特定介護予防福

祉用具販売 

H25.3.31 

有限会社トモエ 上越市西本町３丁

目５番９号 

トモエ薬局春日

野店 

上越市春日野１

－14－９ 

居宅療養管理指

導 

H25.3.31 
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有限会社トモエ 上越市西本町３丁

目５番９号 

トモエ薬局春日

野店 

上越市春日野１

－14－９ 

介護予防居宅療

養管理指導 

H25.3.31 

 

 

◎新潟県告示第666号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律（平成17年法律第123号）第59条第１項の規定により、

指定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）を次のとおり指定した。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

名 称 所 在 地 
担当する医療の 

種     類 
指定年月日 

新潟県立新発田病院 新発田市本町1-2-8 免疫に関する医療 平成25年４月１日 

 

◎新潟県告示第667号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、南蒲原郡田上町の田上郷土地改良区から次の

とおり役員が就任及び退任した旨の届出があった。 

平成25年５月10日 

新潟県三条地域振興局長 

１ 就 任 

 理事 南蒲原郡田上町大字田上丁 1659番地１    田巻 俊光 

                          （理事長） 

 〃    〃   〃 大字羽生田丙 521番地      五幤   巖 

 〃    〃   〃 大字保明新田 1194番地６   小林 由一 

 〃    〃   〃 大字川船河甲 363番地      髙野   實 

 〃    〃   〃 大字横場新田 1942番地      齋藤 孝夫 

 〃    〃   〃 大字原ヶ崎新田 1836番地     石澤   昇 

 〃    〃   〃 大字横場新田 393番地１     石田 太喜夫 

 〃    〃   〃 大字千苅新田 494番地      長谷川 善一 

 監事 南蒲原郡田上町大字坂田 47番地         近藤 冨士夫 

 〃    〃   〃 大字田上丁 139番地       森山 藤樹 

 〃    〃   〃 大字横場新田 374番地      諸橋 一義 

就任年月日 平成25年４月23日 

２ 退 任 

 理事 南蒲原郡田上町大字石田新田 18番地       牛田   勝 

                                                   （理事長） 

 〃    〃   〃 大字羽生田丙 521番地      五幤   巖 

 〃    〃   〃 大字横場新田 1001番地３     中丸 定一 

 〃    〃   〃 大字田上丁 1659番地１      田巻 俊光 

 〃    〃   〃 大字川船河甲 363番地      髙野   實 

 〃    〃   〃 大字保明新田 1194番地６     小林 由一 

 〃    〃   〃 大字横場新田 1942番地      齋藤 孝夫 

 〃    〃   〃 大字原ヶ崎新田 1836番地     石澤   昇 

 監事 南蒲原郡田上町大字保明新田16番地１      諸橋 敏夫 

 〃    〃   〃 大字田上乙615番地        坂井 清一 

 〃    〃   〃 大字坂田47番地         近藤 冨士夫 

退任年月日 平成25年４月22日 

 

◎新潟県告示第668号 
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土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、長岡市の中之島土地改良区の定款の変更を平

成25年４月26日認可した。 

平成25年５月10日 

新潟県三条地域振興局長 

 

◎新潟県告示第669号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、上越市の柿崎土地改良区の定款の変更を平成

25年４月30日認可した。 

平成25年５月10日 

新潟県上越地域振興局長 

 

◎新潟県告示第670号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次のとおり胎内川沿岸土地改良区頭首工

管理規程の変更を認可した。 

平成25年５月10日 

新潟県新発田地域振興局長 

１ 管理規程を変更した者の所在及び名称 

 胎内市羽黒2586番地   胎内川沿岸土地改良区 

２ 認可年月日 

 平成25年４月30日 

３ 認可した管理規程の概要 

  通知先の関係機関の名称変更に伴う別表１の改正 

 

◎新潟県告示第671号 

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、次のとおり国土調査の成果を認証した。 

平成25年５月10日 

新潟県知事 泉 田  裕 彦 

１ 調査を行った者の名称及び地域 

２ 認証年月日 

  平成25年４月25日 

 

◎新潟県告示第672号 

 建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 処分をした年月日 平成25年４月16日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

 株式会社萱森商事 代表取締役 萱森 誠 

３ 主たる営業所の所在地 新潟県加茂市青海町二丁目７番５号 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般―23）第43875号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因なった事実 

 株式会社萱森商事の取締役は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、新潟地方裁判所三条支部か 

ら懲役１年（執行猶予３年）及び罰金50万円の判決を受け、平成24年10月11日にその刑が確定している。この 

調査を行った者の名称 

 

成果の名称及び地域 

 

岩船郡関川村 岩船郡関川村の地籍図及び地籍簿 

大字南中の一部 

岩船郡関川村 岩船郡関川村の地籍図及び地籍簿 

大字中束の一部 
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ことが、建設業法第29条第１項第２号に該当すると認められる。 

 

◎新潟県告示第673号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、村上市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（平成24年度 村上市道路台帳（村上地区）補正業務委託都市計画図作成） 

２ 作業期間 平成24年９月３日から平成25年３月15日まで 

３ 作業地域 村上市 

 

◎新潟県告示第674号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 処分をした年月日 平成25年１月18日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  歌林業 

  歌 純夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  糸魚川市大字能生724－３ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－19）第39062号 

５ 処分の内容 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、造園工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月21日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  伊藤コンクリート工業所 

  伊藤 一郎 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市久保多町４－31 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－21）第138号 

５ 処分の内容 とび・土工工事業、タイル・れんが・ブロック工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月21日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月21日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社新潟日栄 

  若林 薫 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市南区下塩俵1460 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第4642号 

５ 処分の内容 造園工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４



第36号 新  潟  県  報 平成25年５月10日(金) 

9 

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月22日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社荒川溶接工業 

  髙橋 四男 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市上助渕字牛沢1019－129 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－23）第43995号 

５ 処分の内容 鋼構造物工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月22日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  新共電気アート 

  髙橋 秀保 

３ 主たる営業所の所在地 

  南魚沼郡湯沢町大字神立1029－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－19）第39079号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月25日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社青柳工務店 

  青柳 拓 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市東川口1900 

４ 許可番号 新潟県知事許可（特－20）第39206号 

５ 処分の内容 建築工事業、造園工事業に係る特定建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月29日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  中嶋建築 

  中嶋 泉 

３ 主たる営業所の所在地 

  柏崎市高柳町岡野町1830 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第19156号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 
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６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月29日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月29日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社下越産業 

  佐藤 隆彦 

３ 主たる営業所の所在地 

  村上市上助渕958－５ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第42003号 

５ 処分の内容 とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月29日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月30日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社渡辺製作所 

  渡邊 一男 

３ 主たる営業所の所在地 

  上越市大字三ッ橋253－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－20）第42846号 

５ 処分の内容 管工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月30日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月31日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社三協テック新潟 

  名古屋 隆司 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市南区下塩俵字川原1890－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－23）第14829号 

５ 処分の内容 ガラス工事業、建具工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月22日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月31日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社坪井工業 

  内藤 正幸 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市南区大通２－６－32 
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４ 許可番号 新潟県知事許可（般－24）第23203号 

５ 処分の内容 鋼構造物工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月25日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年１月31日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社丸山左官工業所 

  丸山 政裄 

３ 主たる営業所の所在地 

  妙高市両善寺438－11 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第27064号 

５ 処分の内容 左官工事業、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月31日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年２月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  株式会社横村舞台機構 

  横村 幸英 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西区寺地425 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－19）第39116号 

５ 処分の内容 電気工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月28日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年２月１日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社エム・エー・イー 

  加藤 真也 

３ 主たる営業所の所在地 

  刈羽郡刈羽村大塚468 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－23）第39527号 

５ 処分の内容 土木工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年２月１日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年２月７日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社中村チサン 

  中村 吉人 
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３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市中央区新和１－６－72 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－24）第42547号 

５ 処分の内容 防水工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月31日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成25年２月19日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  阿部造園 

  阿部 昭一 

３ 主たる営業所の所在地 

  新発田市五十公野3943 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第21750号 

５ 処分の内容 土木工事業、石工事業、造園工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成25年１月30日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

◎新潟県告示第675号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、村上市長から次のと

おり公共測量を終了した旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（平成24年度 村上市道路台帳（朝日地区）補正業務委託都市計画図作成） 

２ 作業期間 平成24年10月27日から平成25年３月15日まで 

３ 作業地域 村上市朝日地区 

 

◎新潟県告示第676号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 大沢小国小千谷線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市小国町法末字谷内 349番 15から 

 

同市小国町法末字前田637番まで 

 

新 

 

8.2～22.5メートル 

 

339.3メートル 

 

旧 

 

3.6～12.3メートル 

 

340.3メートル 

 

 

◎新潟県告示第677号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課
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において縦覧に供する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   大沢小国小千谷線 

２ 供用開始の区間 

  長岡市小国町法末字谷内 349番 15 から同市小国町法末字前田 637番まで 

３ 供用開始の期日  平成25年５月10日 

 

◎新潟県告示第678号 

河川法（昭和39年法律第167号）第17条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について

次のとおり協議が成立した。 

なお、関係図書は、新潟県佐渡地域振興局地域整備部において縦覧に供する。 

平成25年５月10日 

新潟県佐渡地域振興局長  

１ 河川の名称 

 二級河川国府川水系地持院川 

２ 河川管理施設の名称または種類 

 地持院川左岸堤防 

３ 河川管理施設の位置 

 佐渡市吉井本郷292番１地先から同320番２地先まで 

４ 管理を行う者の名称及び住所 

 名称 道路管理者 佐渡市長 甲斐 元也 

 住所 佐渡市千種232番地 

５ 管理の内容 

(1) 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む｡)､路肩、道路の付属物その他専ら道路の管理上必要な施設又

は工作物をいう。以下同じ｡)の新設（道路の付属物に係るものに限る｡)､改築、維持又は修繕 

(2) 路肩に接する法面で、当該路肩から法長１メートルまでの範囲内にあるものについての維持 

(3) 原則として道路専用施設に係る災害復旧 

６ 管理の期間 

 平成25年３月22日から道路の存続する日まで 

 

◎新潟県告示第679号 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する第20条第２項の規定により、都市計画の図

書の写しを次のとおり縦覧に供する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

１ 変更に係わる都市計画の種類及び名称 

 ・種類 新潟都市計画地区計画（新潟市決定） 

 ・名称 女池上山地区地区計画 

２ 縦覧の場所 

 新潟県土木部都市局都市政策課 

 

◎新潟県告示第680号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定した。 

平成25年５月10日 

新潟県三条地域振興局長 

１ 指定道路の種類 

 第42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

２ 指定の年月日 

 平成25年４月25日 
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３ 指定道路の位置等 

位     置 幅員（メートル） 延長（メートル） 

燕市東太田字東門三郎2791番の内 5.90 55.24 

 

 

◎新潟県告示第681号 

港湾法（昭和 25年法律第 218号）第 39 条第１項の規定により、岩船港臨港地区内の分区を次のとおり変更し

た。 

なお、関係図書は、新潟県交通政策局港湾整備課及び新潟県村上地域振興局地域整備部において縦覧に供する。 

平成25年５月10日 

岩船港港湾管理者 新 潟 県 

代表者 新潟県知事  泉田 裕彦 

１ 変更年月日 

  平成 25 年５月 10日 

２ 変更に係る分区の種類及び面積 

   

分 区  変更前面積（ヘクタール）  変更後面積（ヘクタール） 

商港区   ７．９  １４．８ 

漁港区   ４．８   ４．７ 

 合 計  １２．７  １９．５ 

 

 

公   告 

新潟県スポーツ賞の表彰について（公告） 

新潟県スポーツ賞規則（平成３年新潟県規則第72号）第２条の規定により、次の者を表彰した。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 被表彰者 

氏 名      住所地の市区町村等 

小野塚 彩那    南魚沼市 

 

２ 表彰日 

平成25年４月26日 

 

予算の公表について（公告） 

平成25年３月29日専決処分をした平成24年度新潟県一般会計補正予算、災害救助事業特別会計補正予算の要領

は、次のとおりである。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請について（公告） 
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特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

定款の変更の認証申請があった。 

なお、特定非営利活動促進法第25条第５項で準用する第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民

生活・環境部県民生活課及び上越地域振興局において縦覧に供する。  

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

  平成 25 年４月 23日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人かみえちご山里ファン倶楽部 

３ 代表者の氏名 

  和瀬田 仙二 

４ 主たる事務所の所在地 

  上越市大字増沢 962番地１ 

５ 定款に記載された目的 

この法人は、会員及び地域振興と環境保全を願う市民に対して、ボランティア活動、上越市西部中山間地域

における里と山の自然・景観・文化を守る事業活動を行い、もって農・林・漁業の振興によるまちづくりと環

境保全及び山里文化を育むことを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

  (1) まちづくりの推進を図る活動 

(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

(3) 環境の保全を図る活動 

(4) 子どもの健全育成を図る活動 

(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

７ 定款の変更内容 

変 更 後 変 更 前 

（事業） 

第３条 この法人は、農産漁村又は中山間地域の振

興を図る活動、環境の保全を図る活動、学術、文

化、芸術等の振興を図る活動を行い、第１条の目

的を達成するために、次の特定非営利活動に係る

事業を行う。 

(1) 地域振興及び環境の保全に関するボランティ

ア活動、及び地域活動支援事業 

(2) 地域振興及び環境の保全に関する体験事業、

販売事業、及び人材育成・派遣事業 

(3) 地域振興及び環境の保全に関する受託事業 

(4) 地域振興及び環境の保全に関する調査・研究

・企画事業 

(5) 前各号の事業に付帯する事業 

 

 

 

 

 

（事業） 

第３条 この法人は、特定非営利活動促進法第２条

別表３号、４号、５号、11号及び12号に該当する

活動を行い、第１条の目的を達成するために、次

の特定非営利活動に係る事業を行う。 

① 山里基金の管理運営 

② 地域振興及び環境の保全に関するボランテ

ィア活動及び事業の相談活動 

③ 地域振興及び環境の保全に関する調査・研

究開発事業 

④ 地域振興及び環境の保全に関する受託事業 

  ⑤ 地域振興及び環境の保全に関する人材派遣

事業 

  ⑥ 上越市西部中山間地域などで活動するグル

ープへの支援事業 

  ⑦ 上越市西部中山間地域などをフィールドに

した各種事業の企画活動 

  ⑧ 前各号の事業に付帯する事業 

 

 

特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請について（公告） 

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第３項の規定により、次のとおり特定非営利活動法人の

定款の変更の認証申請があった。 
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なお、特定非営利活動促進法第25条第５項で準用する第10条第２項に規定する申請書の添付書類は、新潟県県民

生活・環境部県民生活課及び上越地域振興局において縦覧に供する。  

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 申請のあった年月日 

  平成 25 年４月 23日 

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 

  特定非営利活動法人木と遊ぶ研究所 

３ 代表者の氏名 

  室岡 耕次 

４ 主たる事務所の所在地 

  上越市大字西ヶ窪浜 95番地 

５ 定款に記載された目的 

この法人は、会員及び森林保全と環境保護を願う市民に対して、ボランティア活動、森林に関する調査・研

究・啓蒙活動等に関する事業を行い、もって森林及び環境保全に寄与することを目的とする。 

６ 定款に記載された特定非営利活動の種類 

  (1) 環境の保全を図る活動 

７ 定款の変更内容 

変 更 後 変 更 前 

（事業） 

第３条 この法人は、環境の保全を図る活動を行い、

第１条の目的を達成するため、次の特定非営利活

動に係る事業を行う。 

(1) 木及び自然・森林保護に関する森林ボランテ

ィア事業。  

(2) 木及び自然・森林保護に関する木工ボランテ

ィア事業および環境教育事業。 

(3) 木及び自然・森林保護に関する地場材普及ボ

ランティア事業。 

(4) 木及び自然・森林保護に関する受託事業。  

(5) 前各号の事業に付帯する事業。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資産の構成） 

第30条 （略） 

(1) ～(6) （略） 

 

（事業） 

第３条 

１ この法人は、特定非営利活動促進法第２条別表

５項に該当する活動を行い、第１条の目的を達成

するため次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 木及び自然保護と人間との共存に関する調

査・研究開発事業。  

② 木及び自然保護に関する個人、団体への情

報の提供事業。 

③ 森林保護に関するボランティア活動及び事

業の相談活動。 

④ 前３号の事業に付帯する事業。 

(2) 収益事業 

① 森林保護、環境保存に関する調査・研究等

の受託事業。 

② 森林保護、環境保存に係る環境情報等の出

版事業。 

③ 委託された物品の斡旋並びに販売事業。 

④ 前３号の事業に付帯する収益事業。 

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げ

る事業に支障のない限り行うものとし、その収益

は、同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。 

 

（資産の構成及び区分） 

第30条 （略） 

(1) ～(6) （略） 

２ この法人の資産は、これを分けて特定非営利活 

 

 

 

動に係る資産及び収益事業の２種類に区分する。 

 

（収益事業の会計） 
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第36条～第40条 （略） 

 

第36条 収益事業の会計は、特定非営利活動に係る

事業に関する会計と区分処理し、税務申告など必

要な会計処理を行う。 

 

第37条～第41条 （略） 

 

 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

ＩＣカード化運転免許証作成材料（品目及び契約期間中の使用見込数量は次のとおり） 

①運転免許証用カード（優良運転者用）265箱 ②運転免許証用カード（一般運転者用）159箱 ③運転免許 

証用カード（新規取得者用）31箱 ④インクリボンカセット273本 ⑤ラミネートカセット342本 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

新潟県警察本部警務部会計課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

購入等 

４ 契約方式 

一般競争入札 

５ 落札決定日 

平成25年３月28日 

６ 落札者の氏名及び住所 

    富士フイルムイメージングシステムズ株式会社 

    東京都品川区西五反田３丁目６番30号 

７ 落札価格 

  182,352,744円（使用見込数量の総額による） 

８ 契約価格 

  単価契約（１箱(本)単価）  ①319,662円  ②319,662円 ③319,662円 ④62,790円 ⑤57,792円 

９ 入札公告日 

  平成25年２月15日 

10 落札方式 

 最低価格 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について随意契約の相手方を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める

規則（平成７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成25年５月10日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

ジェット燃料油（品目及び契約期間中の使用見込数量は次のとおり） 

  ①ローリー 233,000リットル ②ドラム 4,000リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

新潟県警察本部警務部会計課 

  新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

購入等 



第36号 新  潟  県  報 平成25年５月10日(金) 

35 

４ 契約方式 

随意契約 

５ 契約日 

平成25年４月１日 

６ 契約者の氏名及び住所 

    新潟米油販売株式会社 

  新潟県新潟市中央区上大川前通12番町2708番地１ 

７ 契約価格 

  単価契約（１リットル単価）  ①141.12円  ②160.02円 

８ 随意契約によることとした理由 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第10条第１項第

１号の規定による。 

 

選挙管理委員会規程 
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公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程をここに公布する。 

平成25年５月10日 

新潟県選挙管理委員会委員長  長津 光三郎 

新潟県選挙管理委員会規程第６号 

公職選挙法等執行規程の一部を改正する規程 

公職選挙法等執行規程（平成７年新潟県選挙管理委員会規程第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する次の表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正

部分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在し

ない場合には当該改正後部分を加える。 

改    正    後 改    正    前 

第 10号様式（第 10条関係） 第 10号様式（第 10条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙に

あっては第何回執行とすることができる。 

  ２ （略）   ２ （略） 

  

第 13号様式（第 15条関係） 第 13号様式（第 15条関係） 

 その１ 自動車、船舶  その１ 自動車、船舶 

 （略） （略） 

  備考   備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は

「第何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙

にあっては第何回執行とすることができる。 

   ２・３ （略）    ２・３ （略） 

 その２ 拡声機 その２ 拡声機 

 （略） （略） 

  備考   備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は

「第何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙

にあっては第何回執行とすることができる。 

   ２・３ （略）    ２・３ （略） 

  

第 16号様式（第 20条関係） 第 16号様式（第 20条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙及

び参議院議員通常選挙にあっては第何回執行とす

ることができる。 

  ２～４ （略）   ２～４ （略） 

  

第 19号様式（第 26条関係） 第 19号様式（第 26条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第 １ 選挙執行年月日は、第何回執行とすることが
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何回」とすることができる。 できる。 

  ２・３ （略）   ２・３  （略） 

  

第30号様式（第48条関係） 第30号様式（第48条関係） 

 その１    その１   

 （略） （略） 

  備考   備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は

「第何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙

にあっては第何回執行とすることができる。 

   ２ （略）    ２ （略） 

 その２    その２ 

 （略） （略） 

  備考   備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は

「第何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日は、第何回執行とすること

ができる。 

   ２・３ （略）    ２・３ （略） 

  

第 31号様式（第 51条関係） 第 31号様式（第 51条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙に

あっては第何回執行とすることができる。 

  ２ （略）   ２ （略） 

  

第 32号様式（第 51条関係） 第 32号様式（第 51条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙に

あっては第何回執行とすることができる。 

  ２ （略）   ２ （略） 

  

第 33号様式（第 51条関係） 第 33号様式（第 51条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

１ 選挙執行年月日について、衆議院議員総選挙に

あっては第何回執行とすることができる。 

  ２ （略）   ２ （略） 

  

第 55号様式（第 91条関係） 第 55号様式（第 91条関係） 

（略） （略） 

 備考   備考  

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第  
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何回」とすることができる。 

  ２ 新潟県選挙管理委員会の印は刷込式とすること

ができる。 

 

 新潟県選挙管理委員会の印は刷込式とすること

ができる。 

  

第 60号様式（第 101条関係） 第 60号様式（第 101条関係） 

（略） （略） 

 備考   備考  

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

 

  ２ 用紙は、特別の紙質、模様、すかし等を用いる

ことができる。 

 

 用紙は、特別の紙質、模様、すかし等を用いる

ことができる。 

  

第 61号様式（第 102条関係） 第 61号様式（第 102条関係） 

（略） （略） 

 備考  備考 

１ 選挙執行年月日について、「何年執行」又は「第

何回」とすることができる。 

 

  ２ （略）   １ （略） 

  ３ （略）   ２ （略） 

  ４ （略）   ３ （略） 

    

附 則 

 この規程は、公布の日から施行する。 

 

教育委員会公告 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、新潟県立近代美術館清掃業務委託について、

次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達はWTOに基づく政府調達に関する協定（平成7年条例第23号）の適用を受けるもので

ある。 

平成25年５月10日 

新潟県立近代美術館長  徳 永  健 一 

１ 入札に付する事項 

 (1) 件名及び数量 

   新潟県立近代美術館清掃業務 一式 

 (2) 案件の仕様書等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 (3) 委託期間 

   平成25年７月１日から平成28年６月30日まで 

 (4) 履行場所 

    新潟県立近代美術館 
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２ 入札に参加する者に必要な資格 

  次の条件をすべて満たす者であること。 

 (1)地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

 (2)指名停止期間中の者でないこと。 

 (3)新潟県暴力団排除条例第６条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係 

  を有する者でないこと。 

 (4) 新潟県庁舎等管理業務入札参加資格者名簿の営業種目「建築物清掃業務」又は「建築物環境衛生総合管 

  理業務」に登載されている者であること。 

 (5) 国（公団含む）、県又は地方公共団体の施設で清掃業務を平成14年４月１日以降、24か月以上継続して 

  行った実績を有することを証明した者であること。 

 (6) 新潟県の県税の納付義務を有する者にあっては、当該県税の未納がないものであること。 

 (7) 本入札に係る入札説明書の交付を受けている者であること。 

 (8) 下記４に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本入札に係る参加資格を有 

   することについて新潟県立近代美術館長から確認を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付等 

 (1) 入札説明書の交付場所及び問い合わせ先 

    郵便番号 ９４０－２０８３ 

    新潟県長岡市千秋３丁目２７８－１４ 

    新潟県立近代美術館 総務課 

    電話番号 ０２５８－２８－４１１１ 

    Ｅメール ngt503040@pref.niigata.lg.jp 

 (2) 入札説明書等の交付期間 

    平成25年５月10日（金）から平成25年５月30日（木）まで（新潟県の休日を定める条例（平成元年 

   新潟県条例第５号）第１条第１項各号に規定する日を除く。）の各日の午前９時から午後５時まで 

 (3) 質問書の提出 

    入札説明書に定めるところによる。 

４ 本入札に係る参加資格の確認 

  本入札に参加することを希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出 

 し、確認を受けなければならない。 

  この場合において、次に定めるところに従わなかった者及び２に定める資格がないと認められた者は、 

 入札に参加することができない。 

  なお、本入札に係る参加資格の確認結果については申請者に対し、それぞれ書面により平成25年６月12 

 日までに通知する。 

 (1) 提出期限 

    平成25年６月５日（水）午後３時まで 

 （２）提出場所 

    郵便番号 940－2083 

    新潟県長岡市千秋3丁目278－14 

    新潟県立近代美術館 総務課 

 （３）提出方法 

    本人（法人にあっては代表権限を有する者。以下同じ。）若しくはその代理人の持参又は郵送とする。 

   ただし、郵送による場合は、配達証明付きの書留郵便（封筒の表に、「新潟県立近代美術館清掃業務委託 

   に係る競争入札参加資格確認申請書在中」の朱書きをしたものに限る。）とし、上記(1)に定める提出期 

   限までに、到達するように郵送すること。 

 （４）提出書類 

    入札説明書に定めるところによる。 

５ 本入札執行の日時及び場所 

 （１）日時 

    平成25年６月20日（木） 午前10時 

 （２）場所 

    新潟県長岡市千秋３丁目278－14 
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    新潟県立近代美術館 会議室 

６ 入札の手続き等 

 （１）入札方法 

    次のいずれかの方法によること。 

  ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書を持参すること。ただし、代理人が持参する場合 

   は、委任状を持参すること。 

  イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、３の(1)に掲げる問い合わせ先をあて先とした配達証明付き 

   の書留郵便（封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」と朱書きをし、中封筒に１(1)の委託案件の名称 

   及び５(1)に定める入札執行日時を記載したものに限る。）を５の(1)に定める日の前日の午後5時までに 

   到着するように郵送すること。 

 （２）入札書の名義人 

    本人（代理人が入札書を入札執行時に持参する場合は、代理人）に限る。 

 （３）入札書の記載方法 

  ア 使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する部分を除く。）及び日本国通貨とする。 

  イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の５に相当する額を加算した金 

   額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす 

   るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、自 

   己の希望する落札価格の105分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

７ 落札者の決定方法 

  本入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内のうち最低価格をもって有効な入札を行った者を落 

 札者とする。その他入札説明書による。 

８ 無効入札 

 以下に掲げる入札のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 

 （１）上記４に定める競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提出した者及び上記２に定 

   める本入札に参加する資格のない者がした入札 

 （２）入札に参加する条件に違反した入札 

 （３）新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。）第62条第1項各号に掲げる 

   入札 

 （４）入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合その他不正行為をしたと認められ 

   る入札 

９ 入札保証金 

  免除する。 

10 契約保証金 

  財務規則第41条の規定に基づき、実際の契約金額（消費税を含む金額）を36（契約の月数）で除して得た 

 金額に12を乗じて得た金額の100分の10に相当する金額以上とする（1円未満の端数があるときは切り捨てる。）。 

 ただし、財務規則第44条第1号又は第３号に該当する場合は、免除する。  

 なお、複数の方法による保証は認めない。 

11 契約書及び契約条項 

 「清掃業務委託契約書（案）」のとおりとする。 

 なお、契約内容については落札者決定後に内容を踏まえて協議の上、変更する場合がある。 

12 その他 

 (1)競争入札参加資格確認申請書等の取り扱い 

  ア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。 

  イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。 

  ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返還しない。 

 (2)誓約書の提出 

    契約の締結に際しては、「暴力団等の排除に関する誓約書」を提出しなければならない。（提出が 

   ないときは、契約を締結しない場合がある。） 

   なお、新潟県庁舎等管理業務入札参加資格申請時に誓約書を提出している者は提出不要とする。 

 (3)その他 

   ア 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語（名義に関する部分を除く。）及び日本国 
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    通貨とする。 

   イ 本入札に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、解除することがある。 

   ウ 本入札及び契約の内容に関しては、財務規則その他新潟県知事の定める規則、日本国の関係法令の 

    定めるところによる。 

   エ 平成26年度以降平成28年度までの間、新潟県立近代美術館の清掃業務に係る予算が新潟県議会にお 

    いて議決されなかった場合、本入札の手続きについて停止の措置を行うことがある。 

13 Summary 

 (1) Nature and quantity of the services required 

    Cleaning  services  for  Niigata  Prefectural  Museum  of  Modern  Art 

  (2)  Deadline  of  application  for  qualification  to  participate  in  the  bid 

       5：00ｐ・ｍ Jun ５,2013 

 (3)  Time  and  Place  of  bidding: 

       10:00 a,m June 20,2013 

       Niigata Prefectural Museum  of  Modern  Art 

  (4)  Contact  for  more  information 

       Administration  Office 

       Niigata Prefectural Museum  of  Modern  Art 

      ３－278－14 Senshu，Nagaoka－shi，Niigata-ken，940-2083,Japan 

      TEL 0258-28-4111 

      E-mail  ngt503040@pref.niigata.lg.jp 

 

公安委員会告示 

◎新潟県公安委員会告示第30号 

警備業法（昭和47年法律第117号）第42条第２項第１号に規定する機械警備業務管理者講習を次のとおり実施す

る。 

平成25年５月10日 

新潟県公安委員会 

   委員長  本   雅 子 

１ 実施期間及び場所 

(1) 実施期間 

   平成25年６月３日（月）から平成25年６月６日（木）までの４日間の午前９時から午後５時まで 

(2) 実施場所 

   新潟県新潟市中央区新光町10番地２ 

   技術士センタービルⅠ 

２ 受講定員 

  13人 

３ 受講申込手続 

(1) 事前申込み 

   本講習を受講しようとする者は、受講申込書を提出する前に、次により申し込むこと。 

ア 受付期間 

    平成25年５月14日（火）から平成25年５月15日（水）までの午前９時から午後５時まで（正午から午後 

   １時までを除く｡) 

イ 申込方法 

    新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課の受付専用電話 

    電話番号 025－283－8880 

   に申し込むこと。 

ウ 留意事項 

(ｱ) 上記受付専用電話以外での申込みは、受け付けない。 

   (ｲ) 定員になり次第、受付を締め切る。 
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   (ｳ) １件の電話での申込みは、１人とする。 

(2) 受講申込書の提出等 

ア 受講申込書の提出 

    (1)により、事前申込みを受理された者は、機械警備業務管理者講習受講申込書（提出前６月以内に撮影 

   した無帽、正面、上三分身、無背景、縦３センチメートル、横2.4センチメートル、裏面に氏名及び撮影年 

   月日を記入した顔写真を貼付したもの）１通及び履歴書１通を添えて提出すること。 

イ 提出期間 

    平成25年５月22日（水）から平成25年５月23日（木）までの午前９時から午後５時まで（正午から午後 

   １時までを除く｡) 

ウ 提出先 

    新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

    新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課 

エ 提出方法 

    受講者本人が必ず持参するものとし、代理人、郵送等による提出は認めない。 

(3) 受講手数料 

  ア 金額 

    38,000円 

  イ 納付方法 

    新潟県収入証紙により、受講申込書提出時に納付すること。 

    なお、納付した受講手数料は、還付しない。 

４ 講習の委託 

  この講習は、一般社団法人新潟県警備業協会に委託して実施する。 

５ 本講習に関する問合せ先 

  新潟県警察本部生活安全部生活安全企画課営業係 

  電話番号 025－285－0110（代表） 
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